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食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について 

 

 厚生労働省では、平成１５年５月に食品衛生法等の一部を改正する法律（平成１５

年法律第５５号）によって改正された食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づき、

食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」という。）に関し、

いわゆるポジティブリスト制度（農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制

度）を平成１８年５月末までに導入することとし、関係法令等の整備を行ってきたとこ

ろですが、本日、本制度に係る関係法令が公布されましたので、お知らせします。 

 なお、本制度は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政

令（平成１７年政令第３４５号）により、平成１８年５月２９日から施行することとしてい

ます。  

 

（参考） 本日公布された主な関係法令  

 ○ 食品衛生法第１１条第３項の規定により人の健康を損なうおそれのない量とし

て厚生労働大臣が定める量を定める件 

 （平成１７年厚生労働省告示第４９７号）（PDF：42KB） 

 ○ 食品衛生法第１１条第３項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが

明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を定める件 

 （平成１７年厚生労働省告示第４９８号）（PDF：56KB） 

 ○ 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 

 （平成１７年厚生労働省告示第４９９号）（PDF:2,661KB) 
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